
地域の子どもは地域で守り育てる 
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青少年育成課⾧の繁竹です。今年度も引き続きよろしくお願いいたします。 

 

さて、警察庁によると、20歳未満の刑法犯の摘発人数は、令和３年にはコロナ禍で激減していた

ものの、外出機会が増えたことが影響し、４年、５年と２年連続で増加しています。 

また、減少していた特別法犯が５年には一転して増加し、特に16歳からの大麻使用の急増傾向

がみられ、健康への影響の認識不足や興味本位の犯行が目立つことから、若年層への薬物使用に

係る啓発の強化が求められます。 

さらに、SNSをきっかけに性犯罪等に巻き込まれる小学生の割合が大幅に増加するなど低年齢化

が進んでおり、SNSの利用に際する注意喚起や意識啓発も、喫緊の課題となっています。 

 

このような社会情勢であるからこそ、｢地域の子どもは地域で守り育てる｣をモットーに、私たちがこれ

まで⾧年培ってきた地域と青少年との絆づくり、環境づくりが一層大切になると考えます。 

 

本年度も、「静岡市青少年育成センター事業」では、皆様とともに、次の３つの活動に取り組み、

本市青少年の健全育成と非行防止を推進してまいります。 

１ 適切な声かけを通して青少年の非行の芽を未然に摘む      「街頭補導活動」 

２ 青少年の健全な成⾧に悪影響を及ぼす有害環境を浄化する  「環境浄化活動」  

３ 街頭キャンペーンやパンフ等による青少年・保護者への啓発    「広報啓発活動」 

 

これらの活動を通じ、青少年が、あたたかな人々とのつながりの中で、心身ともに健やかに成⾧し、

豊かな人間性や自立性を身に着け、次代の担い手として活躍できる主体

となっていくよう願います。 

引き続き、地域に根差した青少年育成活動を進めてまいりますので、 

皆様の温かいご支援とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し 

上げます。 

令和６年度 第 1 号

静岡市青少年育成課 〒424-8701 静岡市清水区旭町 6-8 
:354-2616 / :352-7732 / E-mail:seishounen@city.shizuoka.lg.jp 

http://www.city.shizuoka.jp/000_000063.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子 ども若 者 相 談 センターでは、困 難 を抱 える子 ども・ 若 者 とその保 護 者 への相 談 や助 言 のほ

か、相 談 内 容 に応 じた情 報 提 供 などを行 っています。面 接 相 談 では問 題 の解 決 に向 けて継 続

的 に相 談 を重 ねていきます。 電 話 相 談 (静 岡 市 24 時 間 子 ども若 者 電 話 相 談 )もお気 軽 にご

利 用 ください。 不 登 校 等 に悩 む小 ・ 中 学 生 が将 来 の社 会 的 自 立 への一 歩 を踏 み出 すための

教 育 支 援 センター(葵 区 ｢ふれあい教 室 ｣､駿 河 区 「 かがやく教 室 」 、清 水 区 ｢はばたく教 室 ｣)も

開 設 しています。また、 については、訪 問 をはじめとした、アウトリーチ型 支

援 を行 っています。そのほか、高 校 生 年 代 （ 中 学 卒 業 から概 ね 19 歳 まで） の居 場 所 支 援 として

「 高 校 生 ぷらっとサロン」 も開 設 しています。ぜひご連 絡 ください。  

 なお、ひきこもりに関 する相 談 につきましては、静 岡 市 ひきこもり地 域 支 援 センター「 DanDan し

ずおか」 にご連 絡 ください。  【 専 用 ダイヤル】푲푳푴푵푶054－ 260-7755  


